
 

 

 

 
  

⚫ 9月 1日 ～ 30日は、 

① 「健康増進月間」、② 「食生活改善普及運動」 です！ 

①１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 良い睡眠 ～健康寿命の延伸～ 

②～食事をおいしく、バランスよく～ 

 

厚生労働省では、毎年９月 1日から９月30日までの１か月を「健康増進月間」と、「食生活改善普及運動」の

期間と定めています。また、長崎県では、健康寿命の延伸に向け「はじめる！長崎健康革命」をキャッチフ

レーズとして、健康づくりに取り組んでいます。 

「健康増進月間」の重点テーマは、「休養・睡眠」です。必要な睡眠時間は人それぞれ違いますが、適正な

睡眠時間の確保と睡眠の質が健康寿命の延伸につながります。睡眠環境や生活習慣などを工夫して、睡

眠の質を高めましょう。 

「食生活改善普及運動」では、減塩・野菜摂取の増加を目的として「主食・主菜・副菜をそろえてバランス

の良い食事」を啓発しています。主食・主菜・副菜をそろえて食べると、野菜を多く摂取できるほか、多様

な食品から体に必要な栄養素をバランスよくとることができます。例えば、野菜に含まれる食物繊維や

ビタミンは血糖値の急上昇を抑える働きがあります。 

9 月は“しっかり睡眠”をとり、“食事をおいしく、バランスよく”食べることを心がけ、健康寿命の延伸

を目指しましょう。 

 



 

⚫ 9 月 24 日～30 日は「結核・呼吸器感染症予防週間」です 

 結核は、年間 1 万人以上の新しい患者が発生している日本の主要な感染症であり、昔の病気ではあ

りません。 
早期に発見できれば本人の重症化を防げるだけでなく、大切な家族や友人等への感染拡大を防ぐ

ことができます。また、医師の指示通りに毎日きちんと薬を飲めば治る病気です。タンの絡む咳・微熱・

体のだるさ・体重減少等が2週間以上続く時には、早めに医療機関を受診しましょう。 

高齢の方は症状が出にくい場合もあります。早期発見のために、年 1回職場の定期健康診断や肺が

ん検診（40歳以上が対象）で胸部レントゲン検査を受けましょう。 

また、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの呼吸器感染症の予防には、換気、手洗い・

手指消毒などの基本的な感染対策が有効です。また、感染予防としてマスクの着用が効果的です。 

この機会に結核・呼吸器感染症に対する正しい知識と対策を身に付けましょう。  

 

⚫ １１月１０日～１６日は、「アルコール関連問題啓発週間」です！ 

アルコール健康障害対策基本法では、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深

めるため、11月10日から 16日までをアルコール関連問題啓発週間と定めています。 

●お酒が強いから大丈夫と過信しているとこんな問題も 

＜アルコールとメタボリックシンドローム＞  ＜アルコールと認知症＞  ＜飲酒と事故＞ 

 

 

 

 

＜アルコールとうつ、自殺＞  ＜若者の飲酒と健康＞  ＜女性の飲酒と健康＞ 

 

 

 

 

●アルコール依存症とは 

日常生活に支障をきたしているにも関わらず、アルコールにのめり込み、 

やめたくてもやめられない状態に陥ることを言います。 

意志の力や精神力では、行動をコントロールできなくなる脳の病気です。 

適切に対処することが、回復する近道です。本人、家族だけで悩まず、 

  まずは相談しましょう。 

   【相談窓口】 

    長崎県五島保健所 企画保健課    ０９５９－７２－３１２５ 

      9：00～17：00（土日祝除く） 

e-ヘルスネット 

サイト 

依存症対策全国 

センターサイト 



⚫ ひとりで悩んでいるあなたへ。 

-9月10日～16日は自殺予防週間です- 

「自殺対策基本法」において、９月１０日から９月１６日の１週間は、

「自殺予防週間」として位置付けられています。 

自殺は、様々な要因が絡み合い追い込まれた末の死である一方、

相談窓口につながることにより、多くの尊い命が救われています。

長期休暇明け前後には子どもの自殺リスクが高まる傾向がありま

す。 

悩みをお持ちの方、困っている方は、どうか 1 人で抱え込まない

でください。人に話すことで、心が軽くなるかもしれません。匿名で

も大丈夫です。電話でもSNSでも相談できます。 

 

＊こころの悩みやつらい気持ちを相談したいときの窓口 

 住所 対応時間 電話 

五島保健所企画保健課 五島市福

江町7-2 

・保健所職員による電話及び来所相談 

9:00～17:00（土日祝除く） 

・精神科嘱託医による面接相談 

 原則第４金曜日14:00～16:00 

（２週間前までに要予約） 

0959-72-3125 

五島市国保健康政策課 

健康づくり班 

五島市福

江町7-1 

8:30～17:15 

（土日祝除く） 

0959-72-6111 

(代表) 

長崎いのちの電話  16:00～22:00 

（毎日） 

9:00～翌9:00 

（毎月第1・3土曜日） 

095‐842‐4343 

＊SNS相談窓口 

 対応時間 登録方法 

こころとこころのホットライ

ン＠ながさき 

18:00～22:00 

（受付は21:30まで） 

登録はこちらから→ 

＊長崎県のホームページに、様々な悩みへの相談窓口を掲載しています。 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/jisatsuyobotaisaku/jisatsu

/soudan-jisatsu/ 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/jisatsuyobotaisaku/jisatsu/soudan-jisatsu/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/jisatsuyobotaisaku/jisatsu/soudan-jisatsu/

